
 
 

 

 

 

 

「建築・設備総合管理技術者」は、建築物の所有者等の補佐及び助言者として、建築と設備に精

通した広範な知識をもとに、建築物の維持保全計画の策定と着実な実施をはじめとして、建物の 

経営管理の技術的側面を担うスペシャリストです。 

「建築・設備総合管理技術者」の資格は、建築・設備の総合管理に関して体系的にカリキュラム

が組まれた本講習を受講し、修了考査（考査Ⅰ：択一式、考査Ⅱ：記述式）で講習の修了が認めら

れた者について、公益社団法人ロングライフビル推進協会に資格者登録されることによって与えら

れます。 

この資格者登録は有効期間が 5 年間で、更新手続きによって登録の更新をすることができます。 

    

資 格 講 習   

 

 

 

                      診 断 業 務            

 

 

 
 

 開 催 地 及 び 開 催 日   

東  京  平成２５年１１月 13 日（水）～１１月 15 日（金）  

 定 員 70 名    日 本 教 育 会 館 （ 東 京 都 千 代 田 区 一 ツ 橋 ２ － ６ － ２ ）  

大  阪  平成２５年１１月 20 日（水）～１１月 22 日（金）  

 定 員 35 名    大 阪 Ｙ Ｍ Ｃ Ａ 会 館 （ 大 阪 府 大 阪 市 西 区 土 佐 堀 １ － ５ － ６ ）  

 申 込 受 付 期 限  

平 成 ２ 5 年 １ １ 月 １ 日 （ 金 ） 消 印 有 効 　（ 延 長 し ま し た 。 ） 締 め 切 り ま し た 。
 

 受 講 料  

６ １ ,９ ５ ０ 円 （ 消 費 税 、 テ キ ス ト を 含 む ）  

本 講 習 は 、 前 年 度 同 様 、 厚 生 労 働 省 の 「 キ ャ リ ア 形 成 促 進 助 成 金 」 制 度 の 適 用 を 受 け る 見 込 み で す 。  

 

 主  催  
 

公益社団法人 ロ ン グ ラ イ フ ビ ル 推 進 協会（ＢＥＬＣＡ）  
 

（後援予定） 
 一般財団法人 建 築 保 全 セ ン タ ー         一般財団法人 日 本 建 築 セ ン タ ー       一般財団法人 日 本 建 築 防 災 協 会  

一般財団法人 日 本 建 築 設 備 ・ 昇 降 機 セ ン タ ー   一般財団法人 日 本 ビ ル ヂ ン グ 経 営 セ ン タ ー   

公益財団法人 マ ン シ ョ ン 管 理 セ ン タ ー       一般社団法人 公 共 建 築 協 会         一般社団法人 日 本 建 築 学 会  

公益社団法人 空 気 調 和 ・ 衛 生 工 学 会       一般社団法人 電 気 設 備 学 会                           日 本 建 築 仕 上 学 会  

 一般社団法人 日 本 ビ ル ヂ ン グ 協 会 連 合 会     公益社団法人 日 本 フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ メ ン ト 協 会  

公益社団法人 日 本 建 築 士 会 連 合 会        一般社団法人 日 本 建 築 士 事 務 所 協 会 連 合 会   

一般社団法人 日 本 設 備 設 計 事 務 所 協 会         一般社団法人 建 築 設 備 綜 合 協 会       一般社団法人 建 築 設 備 技 術 者 協 会  

一般社団法人 日本建設業連合会             一般社団法人 日 本 空 調 衛 生 工 事 業 協 会      一般社団法人 日 本 電 設 工 業 協 会  

公益社団法人 全 国 ビ ル メ ン テ ナ ン ス 協 会      公益社団法人 日 本 不 動 産 鑑 定 士 協 会 連 合 会  

一般社団法人 東 京 都 設 備 設 計 事 務 所 協 会       公益財団法人 東 京 都 防 災 ・ 建 築 ま ち づ く り セ ン タ ー  

一般財団法人 大 阪 建 築 防 災 セ ン タ ー   

平成２５年度 
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 受 講 資 格  
  

受 講 資 格 は 、 表 － １ の 受 講 資 格 区 分 （ １ ） ～ （ ４ ） の い ず れ か に 該 当 す る こ と と し ま す 。  

な お 、本 受 講 資 格 が 要 求 す る 所 有 資 格 を 表 ― ２ に 、注 記 １ ）に 実 務 経 験 に 関 す る 事 項 を 示 し ま す 。  

 

表 ―1 受 講 資 格  

        要 件 項 目  

区 分  
所 有 資 格  （ 表 ― ２ ） 参 照  

実 務 経 験 １ ）

年 数  

管 理 監 督 的 な  

実 務 経 験 ２ ） 年 数  

（ １ ）  

所 有 資 格 及 び 実

務 経 験 に よ る も

の （ そ の 1) 

表 ― ２ の 所 有 資 格 の 種 別 ① 及 び 種

別 ② の 資 格 を 各 々 １ つ 以 上 所 有  ５ 年 以 上  
3 年 以 上  

 
「 実 務 経 験 」の 業 務 を 行 う

者 に 対 し て 、管 理 監 督 者 と

し て 、監 督 ・ 指 導 を 行 う と

共 に ｢建 築 及 び 設 備 ｣に つ

い て ｢維 持 保 全 に 関 す る 計

画 ｣の 策 定 又 は 提 案 並 び に

遂 行 を 担 当 す る 業 務  

（ ２ ）  

所 有 資 格 及 び 実

務 経 験 に よ る も

の （ そ の 2) 

表 ― 2 の 所 有 資 格 の 種 別 ① 又 は 種

別 ② 又 は 種 別 ③ の 資 格 の う ち 、

ど れ か を １ つ 以 上 所 有  

８ 年 以 上  

（ ３ ）  
実 務 経 験 に よ る

も の  ―  １ １ 年 以 上

（ ４ ）  そ の 他  認 定 委 員 会 が （ １ ）、（ ２ ）、（ ３ ） と 同 等 以 上 と 認 め た 者  

１ ） 実 務 経 験 （ 建 築 物 の 維 持 保 全 に 関 連 す る 実 務 経 験 の 内 容 ）  

  ・ 維 持 保 全 に 直 接 的 に 関 係 す る 業 務 （ 主 と し て メ ン テ ナ ン ス 関 係 業 務 ）  

・ 維 持 保 全 に 間 接 的 に 関 係 す る 業 務 （ 主 に 運 営 ・ 管 理 業 務 ）  

・ 維 持 保 全 に 建 築 ・ 改 修 の 立 場 か ら 関 係 す る 業 務  
 

表 － ２  所 有 資 格  

種  別  資     格     名     称  

①  １ 級 建 築 士 、 １ 級 建 築 施 工 管 理 技 士 、 特 殊 建 築 物 等 調 査 資 格 者 、 技 術 士 (建 設 )、  

建 築 仕 上 診 断 技 術 者  

②  設 備 設 計 １ 級 建 築 士 、 建 築 士 法 に 基 づ く 建 築 設 備 資 格 者 (建 築 設 備 士 )、 建 築 設 備 検 査 資 格 者 、  

技 術 士 (電 気 ･電 子 ､衛 生 工 学 ､機 械 )、 電 気 主 任 技 術 者 (第 １ 種 ､第 ２ 種 ､第 ３ 種 )、  

１ 級 電 気 工 事 施 工 管 理 技 士 、 １ 級 管 工 事 施 工 管 理 技 士 、 建 築 物 環 境 衛 生 管 理 技 術 者 、  

１ 級 計 装 士 、 空 気 調 和 ･衛 生 工 学 会 設 備 士 、 建 築 設 備 診 断 技 術 者  

③  フ ァ シ リ テ ィ マ ネ ジ ャ ー  

 

     

 受 講 申 込 提 出 書 類 ・ 提 出 方 法  
 

（ １ ） 提 出 書 類  

受 講 申 込 に 関 わ る 提 出 書 類 は 下 表 の 通 り で す 。受 講 資 格 区 分 に よ り 、○ 印 の 書 類 の 提 出 が 必
要 で す （ 様 式 № １ ～ 3 は 本 紙 に 同 封 し て あ り ま す ）。  

な お 、申 込 書 等 に 記 載 さ れ た 個 人 情 報 は 、本 講 習 実 施 に 関 す る 必 要 書 類 等 の 作 成 ・
送 付 な ら び に 本 講 習 受 講 に 伴 う 連 絡 に 使 用 し ま す 。個 人 情 報 は 、個 人 情 報 保 護 法 に
基 づ き 、 適 切 に 管 理 い た し ま す 。   

 

提  出  書  類  
受  講  資  格  区  分  

（ １ ）  （ ２ ）  （ ３ ） （ ４ ）

ａ ．  受 講 申 込 書 （ 様 式 № １ ）  ○  ○  ○  ○  

ｂ ．  整 理 票 （ 様 式 № ２ ）  ○  ○  ○  ○  

ｃ ．  実 務 経 験 証 明 書 （ 様 式 № 3）  ○  ○  ○  ○  

ｄ ．  住 民 票 （ ３ ヵ 月 以 内 に 発 行 し た も の １ 通 ）  ○  ○  ○  ○  

ｅ ．  写 真 （ 縦 5.0cm×横 4.0cm、 撮 影 後 ６ ヶ 月 以 内 の も の 、 １ 枚 ）  ○  ○  ○  ○  

ｆ ．  振 替 払 込 請 求 書 兼 受 領 証 等 の 写 し 、「 受 講 料 の 振 込 み 」 参 照  ○  ○  ○  ○  

ｇ ．  は が き （ 郵便事業㈱製 通常はがき（送付先住所・氏名を記入） ） １ 枚   ○  ○  ○  ○  

ｈ ．  資 格 証 書 の 写 し  ○  ○  －  ○  

ｉ ．  卒 業 証 明 書 （ １ 通 ）  －  －  －  ○  

ｊ ．  特 別 認 定 申 請 書 及 び 単 位 取 得 証 明 書 （ 様 式 № 1 の 欄 10) －  －  －  ○  



（ ２ ） 申 込 書 各 欄 記 入 要 領  
記 入 は 黒 の イ ン ク 又 は ボ ー ル ペ ン で 楷 書 書 き 、 数 字 は 算 用 数 字 を 使 用 下 さ い 。  

1)「 受 講 申 込 書 」（ 上 表 の ａ 欄 ． 様 式 № １ ）  
①  受 講 地  

受 講 を 希 望 す る 会 場 の い ず れ か を 必 ず ○ で 囲 ん で 下 さ い （ 一 つ の み ）。  
      緊 急 事 態 に お け る 連 絡 等 の た め 、 TEL・ FAX・ メ ー ル ア ド レ ス を 記 入 下 さ い 。  

②  受 講 資 格 区 分 ：（ １ ） ～ （ ４ ） の い ず れ か を 必 ず ○ で 囲 ん で 下 さ い 。  
③  受 講 資 格 特 別 認 定 申 請 欄 （ 様 式 № １ の 10 の 項 ）：  

受 講 資 格 区 分 （ ４ ） で 申 し 込 む 場 合 は 、 受 講 申 込 書 （ 様 式 № １ の 10 の 項 ） に 必 要
事 項 を 必 ず 記 入 し て 下 さ い 。 保 有 資 格 証 明 書 の 写 し 、 ま た は 、 実 務 経 験 と 同 等 と 認
め ら れ る 資 料 を 提 出 し て 下 さ い 。 な お 、 様 式 No.２ に は 実 務 経 験 を 必 ず 記 入 し て 下
さ い 。（ 証 明 者 の 捺 印 が 必 要 で す 。）  

④  CPD 
「 建 築 士 会 継 続 能 力 開 発 制 度（ CPD）」に 参 加 登 録 し て い る 方 で 、CPD 認 定 単 位 を
希 望 す る 方 は 、 受 講 申 込 書 （ 様 式 № １ ） 下 段 の 右 に CPD 登 録 番 号 を 必 ず 記 入 し て
下 さ い 。 な お 、 CPD に 参 加 登 録 を 希 望 の 方 は 、 各 都 道 府 県 の 建 築 士 会 へ 、 申 請 手
続 き を し て 、 CPD 登 録 番 号 を 取 得 し て 下 さ い 。  

２ )整 理 票 （ 上 表 の ｂ 欄 ． 様 式 № 2）  ： 上 表 の e 欄 で 説 明 の 写 真 を 貼 り 付 け て 下 さ い 。  
３ )「 実 務 経 験 証 明 書 」（ 上 表 の c 欄 ． 様 式 № 3）  

実 務 経 験 年 数 は 、受 講 申 込 日 現 在 で 記 入 下 さ い 。「 実 務 経 験 」及 び「 管 理 監 督 的 な 実 務 経
験 」 の 内 容 は 、 受 講 資 格 の 有 無 の 判 断 に 不 可 欠 な も の で す の で 、 出 来 る 限 り 具 体 的 に 記
入 下 さ い 。  

①  証 明 者  
原 則 と し て 、現 在 の 職 場 の 上 司（ 部 長 職 又 は こ れ に 準 ず る 役 職 以 上 ）と し 、申 請
者 自 ら が 会 社 な ど の 代 表 者 の 場 合 は 、 業 界 団 体 、 取 引 相 手 又 は 同 業 者 と し ま す 。
但 し 、や む を 得 な い 場 合 は 、経 歴 を 証 明 す る こ と の 出 来 る 立 場 に あ る 診 断 や 建 築
関 係 の 信 頼 出 来 る 者 と し ま す 。  
  注 ） 実 務 経 験 証 明 書 に あ る 「 申 込 者 と の 関 係 欄 」 に は 、 申 込 者 か ら み た 証 明 者 と の 関       

係 を 記 入 し て 下 さ い 。  
②  勤 務 先 名 称  

企業名及び管轄範囲等の名称を記入、また、その該当住所を記入して下さい。 
③  そ の 他  

所 属 部 署 ・ 役 職 の 変 更 が あ っ た 場 合 は 、 必 ず 欄 を 変 え て 記 入 し て 下 さ い 。  
 

（ ３ ） 提 出 方 法  
簡 易 書 留 等 の 送 付 記 録 の わ か る 方 法 で 当 協 会 に 送 付 願 い ま す （ 締 切 日 消 印 ま で 有 効 で す 。）  

 
（ ４ ） 注 意 事 項  

1)不 正 又 は 虚 偽 記 載 の 禁 止  
受 講 申 込 に 関 し て 、不 正 又 は 虚 偽 の 記 載 が 認 め ら れ た 場 合 は 、受 講 資 格 を 得 ら れ ま せ ん 。
ま た 、 修 了 後 の 修 了 の 取 消 し や 、 登 録 後 の 登 録 を 抹 消 さ れ る こ と も あ り ま す 。  

2)提 出 書 類 の 一 括 提 出 等  
提 出 書 類 は 一 括 提 出 し て 下 さ い 。 ま た 、 提 出 書 類 に 不 備 （ 記 入 漏 れ 、 誤 記 な ど ） が あ る
と 受 理 出 来 ま せ ん 。  

3)提 出 書 類 の 不 返 還  
受 講 申 込 受 理 後 は 、 理 由 の 如 何 に 拘 わ ら ず 提 出 書 類 は 返 還 致 し ま せ ん 。  

 

 受 講 料 の 振 込 み  
 

（ １ ） 受 講 料 ： ６ １ ， ９ ５ ０ 円 （ 消 費 税 、 テ キ ス ト を 含 む ）  

 

（ ２ ） 受 講 料 の 振 込 先 ：（ 振 込 み 手 数 料 は ご 負 担 下 さ い 。 ）  

1) ゆ う ち ょ 銀 行 の 場 合  
口 座 記 号 番 号 ： 001９ 0-１ -70２ ３ ９ ６  

加 入 者 名 ： 公 益 社 団 法 人  ロ ン グ ラ イ フ ビ ル 推 進 協 会  

2)ゆ う ち ょ 銀 行 以 外 の 金 融 機 関 か ら 上 記 の 口 座 へ 振 込 さ れ る 場 合  
銀 行 名 ： ゆ う ち ょ 銀 行 、 預 金 種 目 ： 当 座 、 店 名 ： 〇 一 九 （ ゼ ロ イ チ キ ュ ウ ） 店  

口 座 番 号 ： 070２ ３ ９ ６  

 

（ ３ ） 注 意 事 項  
受 講 料 は 、 次 の ア か ら エ の 場 合 を 除 い て は 、 返 還 い た し ま せ ん 。  

但 し 、 ア 以 外 に つ い て は 返 還 に 係 る 事 務 手 数 料 を 受 講 申 込 者 に 負 担 し て 戴 き ま す 。  
ア ． 協 会 の 責 め に 帰 す べ き 事 由 に よ り 講 習 を 受 講 で き な か っ た 場 合  
イ ． 天 災 等 の 理 由 に よ り 講 習 を 受 講 で き な か っ た 場 合  
ウ ． 受 講 申 込 書 ま た は 添 付 書 類 に 不 備 が あ り 補 正 の 余 地 が な い 場 合  
エ ． 受 講 申 込 者 が 受 講 資 格 を 有 し な い と 認 め ら れ る 場 合  

 
 

 受 講 票 の 送 付   
受 講 資 格 が 確 認 さ れ た 受 講 申 込 者 に は 、 平 成 ２ 5 年 １ ０ 月 下 旬 に 、 申 込 時 に 送 付 さ れ た ハ ガ キ を

受 講 票 と し て 送 付 致 し ま す 。  

講 習 日 の １ 週 間 前 に な っ て も 受 講 票 が 届 か な い 場 合 は 、 お 手 数 で す が BELCA 事 務 局 に ご 連 絡 下
さ い 。 な お 、 講 習 テ キ ス ト は 、 講 習 会 初 日 に 受 付 に て 配 付 い た し ま す 。  



 

 

講 習 カ リ キ ュ ラ ム は 、下 表 の 通 り で す 。全 講 習 課 目 を 受 講 し な い と 、修 了 考 査 は 受 け ら れ ま せ ん 。
ま た 、30 分 以 上 遅 刻 ・ 早 退 を し た 場 合 は 不 受 講 と な り 、同 様 に 修 了 考 査 は 受 け ら れ ま せ ん 。講 習 日
数 は ､連 続 で ３ 日 間 （ 修 了 考 査 を 含 め ２ ０ 時 間 ）。 講 習 項 目 は ､下 表 と 若 干 異 な る 場 合 が あ り ま す 。  

１ 日 目 ： 9:20～ 18:00、 ２ 日 目 ： 9:00～ 18:00、 ３ 日 目  9:00～ 17:00 

 

講 習 項 目  時 間  講 習 項 目  時 間  

①維持保全総論 １ .0 ⑨維持保全計画の作成 １ .５  

②維持保全の背景 1 リスク・マネジメントと維持保全 １ .５  ⑩維持保全計画（例）1 １ .０  

③維持保全の背景 2 省エネルギー、環境問題 １ .0 ⑪維持保全計画（例）2 １ .５  

④維持保全の要素 １ .５  ⑫建築物の新しい知識 １ .５  

⑤関連業務と安全管理、管理委託に関する契約 １ .５  ⑬建築設備の新しい知識 １ .０  

⑥総合管理技術者と既存資格者の担当業務 １ .０  ⑭防災システムの新しい知識 １ .０  

⑦管理手法の選択 １ .５  ⑮修了考査Ⅰ（択一問題） １ .０  

⑧維持保全に関する予算 １ .０  ⑯修了考査Ⅱ（記述問題） １ .５  

 

 

 

 

講 習 の す べ て を 受 講 し 、 修 了 考 査 で 講 習 の 修 了 が 認 め ら れ た 方 に つ い て は 、 平 成 ２ ６ 年 １ 月 下 旬
に BELCA の 事 務 局 及 び ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 示 （ 受 講 番 号 の み ） す る と と も に 、 受 講 者 （ 現 住 所 ） に
直 接 通 知 し ま す 。（ な お 、受 講 申 込 の 時 か ら 現 住 所 が 変 更 と な っ た 場 合 は 、BELCA 事 務 局 宛 FAX 等
で 連 絡 を 下 さ い 。）  

全 て の 講 義 を 受 講 し た も の の 講 習 の 修 了 が 認 め ら れ な か っ た 方 に も 、 そ の 旨 の 通 知 を 行 い ま す 。
（ 全 講 義 を 全 て 出 席 の 場 合 の み 、 次 年 度 １ 回 に 限 り 、 修 了 考 査 受 験 料 を 支 払 う こ と に よ り 修 了 考 査
を 受 け る こ と が 出 来 ま す 。）  

２ 月 に な っ て も 講 習 修 了 の 通 知 等 が 届 か な い 場 合 は 、 お 手 数 で す が BELCA 事 務 局 宛 お 問 い 合 わ
せ 下 さ い 。  
 

 

 
（ １ ） 登 録 申 請  

講 習 を 修 了 さ れ た 方 は 、「 建 築 ・ 設 備 総 合 管 理 技 術 者 」 の 資 格 者 登 録 を 申 請 下 さ い 。  

登 録 料 は １ ０ ， ５ ０ ０ 円 で す 。 な お 、 次 の い ず れ か に 該 当 す る 修 了 者 は 、 登 録 を 受 け る こ と
が で き ま せ ん 。  

 ・ 成 年 被 後 見 人 又 は 被 保 佐 人  

・禁 錮 以 上 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の 刑 の 執 行 を 終 り 、ま た は 刑 の 執 行 を 受 け る こ と が な く な っ
た 日 か ら ２ 年 を 経 過 し て い な い 者  

・建 築 物 の 関 係 法 規 に 違 反 し 、罰 金 の 刑 に 処 せ ら れ 、そ の 刑 の 執 行 を 終 り ２ 年 を 経 過 し て い
な い 者  

  ・ 破 産 者 で 復 権 を 得 て い な い 者  
 

（ ２ ） 登 録 証 の 交 付  
登 録 手 続 き を し た 方 に は 、「 建 築・ 設 備 総 合 管 理 技 術 者 」の 資 格 者 登 録 証 を 交 付 し ま す 。登 録
さ れ た 修 了 者 の み が 、 資 格 者 を 名 乗 る こ と が で き ま す 。 資 格 者 氏 名 、 登 録 番 号 等 を 当 協 会 ホ
ー ム ペ ー ジ に 掲 示 し 、 維 持 保 全 業 務 を 発 注 し よ う と す る 方 々 に 情 報 提 供 い た し ま す 。 な お 、
登 録 証 の 発 行 は 、 平 成 2６ 年 ３ 月 下 旬 を 予 定 し て い ま す 。  

 
（ ３ ） 登 録 証 の 有 効 期 限 及 び 更 新   

登 録 証 の 有 効 期 限 は 平 成 ３ １ 年 ３ 月 ３ １ 日 （ 約 ５ 年 ） で す 。 有 効 期 限 前 に 更 新 登 録 の 要 件 を
満 た す こ と に よ り 、 更 新 登 録 で き ま す 。  

 

連 絡 先 ： 公 益 社 団 法 人  ロ ン グ ラ イ フ ビ ル 推 進 協 会 （ Ｂ Ｅ Ｌ Ｃ Ａ ） 
〒 １０５－ ００１３  東 京 都 港 区 浜 松 町 ２ － １ － １ ３   芝 エ ク セ レ ン ト ビ ル  ４ 階  

 
電    話  ： ０ ３ -５ ４ ０ ８ -９ ８ ３ ０ （ 土 ,日 ,祭 日 を 除 く 、 9:15～ 17:30）  
フ ァ ッ ク ス  ： ０ ３ -５ ４ ０ ８ -９ ８ ４ ０  
Ｅ － ｍ ａ ｉ ｌ ： belca＠ belca.or. jp  

 講 習 カ リ キ ュ ラ ム 等   

 講 習 修 了 の 通 知  

 登 録 及 び 登 録 証 の 交 付  



 
 

 受講資格区分（いずれかに○） （１）・（２）・（３）・（４）   受講番号 １3 

 受  講  地（いずれかに○）  大 阪 ・ 東 京   登録番号 １3 －Ｇ－ 

 私は、平成２５度「建築・設備総合管理技術者」資格取得講習の受講を申し込みます。 

 以下に記載した事項が事実で、かつ正確であることを誓います。 

                                 平成２５年   月   日 
 公益社団法人 ロングライフビル推進協会 
   

  会  長  山 内  隆 司 殿 

  理事長  國  吉    忠 殿         申込者                          印 

  ﾌﾘｶﾞﾅ  ２．生年月日 

大正・昭和・平成 ＜○印記入＞ 
      年   月   日 

 性 別 

 １．氏名  
男 ・ 女 

  ﾌﾘｶﾞﾅ  ４．本籍地 
 
 
      都・道
         府・県

 ３．現住所（〒   －     ）      （団地､マンションの場合は名称を必ず明記のこと） 

 

   TEL    －    －        FAX    －    －     

  ﾌﾘｶﾞﾅ  ６．所属＜部・課名を記入して下さい＞ 

 ５．勤務先名称 

  ﾌﾘｶﾞﾅ   

 ７．勤務先所在地（〒   －     ）   
 

 TEL    －    －     FAX    －    －     

メールアドレス：             ＠            

 ８．勤務先業種 ＜勤務先の業種をひとつだけ○で囲んで下さい。＞ 
   １．行政 ２．建物所有者 ３．建築設計 ４．設備設計 ５．建設 ６．設備施工 ７．維持管理 ８．診断 
   ９．製造 10．塗装 11．防水工事 12．左官・タイル 13．ハウスメーカー 14．その他 

 ９．保有資格 ・受講資格区分（１）で受講申込の方：資格種別①及び種別②の資格をそれぞれ１つずつ記入 

 ・受講資格区分（２）で受講申込の方：資格種別①又は種別②又は種別③の資格をどれか１つ記入 

 資 格 種 別 保有資格名称 取得年月日 資格番号 資格を与えた者 

 種別①（建築系）     

 種別②（設備系）     

 種別③     
 

１０．受講資格特別認定申請書（受講資格区分（４）を希望する方のみ記入して下さい。） 

   私は、受講資格区分(1)から(3)に該当しませんが、以下の理由により、特別認定を申請します。 
（以下の該当する番号に○印を記入して下さい。） 

 

１．上記９（資格種別①、②、③）と同等以上の資格を所有している。 

（以下に上記9以外の資格を記入し、その資格証のコピーを添付して下さい。また、様式No.2に実務経験をご記入下さい。）

資格名称                   
２．区分（３）の実務経験と同等と認められる。 

（様式No.2に記入して下さい。また、同等と認められるための資料を提出して下さい。） 

「建築士会継続能力開発（ＣＰＤ）制度」に参加登録している方で、ＣＰＤ認定

単位を希望する方は、右欄にＣＰＤ登録番号を必ずご記入下さい。 
→

ＣＰＤ登録

番号記入欄 
 

 

「建築・設備総合管理技術者」受講申込書 

※11桁のCPD番号を記入して下さい。

様式No.1 



 様式№２ ※印は記入不要です。 

氏名、生年月日、連絡先を記入して下さい。 

受講地（希望会場）は○印で示して下さい。 

平 成 ２５ 年 度 

建 築 ・ 設 備 総 合 管 理 技 術 者 

整  理  票  
 

受 講 地 大 阪 ・ 東 京  

※受 講 番 号  ※１３－  

氏 名 
 

生 年 月 日 
大正・昭和・平成 ＜○印記入＞ 

   年   月   日  

連 絡 先 
Ｔ Ｅ Ｌ 

自 宅・勤務先  

－     －  

                                     
 

＜ 写真貼付 ＞ 

たて ５．０cm 

よこ ４．０cm 

①脱帽・正面上半身 

②撮影後６ヵ月以内 

③裏面に氏名記入 

④カラー、白黒 

 どちらも可 

⑤全面のりづけ 

平成  年  月  日撮影 

 
 ■  科 目 別 出 欠 チ ェ ッ ク 

１  ２  ３  ４  

５  ６  ７  ８  

9 １0 １1 12 

13 14 15 16 
 

様式No.２  



 

実務経験証明書 氏 名  

  
 公益社団法人 ロングライフビル推進協会（ＢＥＬＣＡ） 

   会    長  山 内  隆 司  殿    殿 

  申込者が下記に記載した勤務先、在職期間、役職、実務経験内容は、記載内容と相違ありません。 
  平成２５年  月  日 
  証 明 者 氏 名              印 勤 務 先 所 在 地 

  勤務先名・役職 申込者との関係 

 

 勤務先名称・所在地 在職期間・年月 役 職 実 務 経 験 の 内 容 

実 

 

務 

 

経 

 

験 

 
１） 

 
 

 
年    月ヨリ 

 
年    月マデ 

 
 年  ヶ月 

 
  

  

  

 
年    月ヨリ 

 
年    月マデ 

 
 年  ヶ月 

 
  

  

  

 
年    月ヨリ 

 
年    月マデ 

 
 年  ヶ月 

 
  

  

  

 
年    月ヨリ 

 
年    月マデ 

 
 年  ヶ月 

 

  

  

  

実 

 

務 

 

経 

 

験 

 
２） 

 

 

 
年    月ヨリ 

 
年    月マデ 

 
 年  ヶ月 

 
  

  

  

 
年    月ヨリ 

 
年    月マデ 

 
 年  ヶ月 

 
  

  

  

 
年    月ヨリ 

 
年    月マデ 

 
 年  ヶ月 

 
  

  

  

 
年    月ヨリ 

 
年    月マデ 

 
 年  ヶ月 

 
  

  

  

注記．受講資格区分（１）：実務経験１）＝ 5 年以上（このうち管理監督的な実務経験２）年数が３年以上必要） 

   受講資格区分（２）：実務経験１）＝ ８年以上（このうち管理監督的な実務経験２）年数が３年以上必要） 

   受講資格区分（３）：実務経験１）＝11年以上（このうち管理監督的な実務経験２）年数が３年以上必要） 

様式 No.3 




